
明るく住みよい社会づくりを目指して

いじめ等防止条例のあるまち小野市

「市民みんなでいじめ等防止に取り組むしくみ」が小野市の特徴です

社会福祉
施設
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「ONO いじめ等防止ウィーク」

11/18（月）～11/24（日）  

平成２０年４月施行、全国初の制定

小野市では、いじめこそあらゆる人権侵害の根源であると捉え、学校における
いじめだけではなく、家庭、企業、地域社会などで起こる虐待、ドメスティック・
バイオレンス（DV）、セクシュアル・ハラスメント等の問題を解決することが、
人権侵害そのものの解決につながるとの認識から、いじめ等を絶対に許さない
という断固たる姿勢で、その防止に市民とともに取り組んでいます。

ONOいじめ等防止ウィークは、小野市いじめ等防止条例の目的・理念に関する市民の皆さんの理解を深め、
いじめ等のない明るく住みよい社会の実現に向けて市民総ぐるみで考える週間です。

６月・１１月の年間２回開催

条例について、詳しくは
小野市ホームページを
ご覧ください

みんなでつくろう！いじめ等のないまち！！

▶



13：30～16：00

令和6年11月27日（水）
令和7年 2 月19日（水）

男女関係や夫婦関係の悩み・DV・離婚・養育費
親権・親子交流・慰謝料・相続・借金・性被害
セクハラ、パワハラなどのハラスメント

【相談内容】

◇小野市在住・在勤の方
◇各日 4名　初めての方を優先
◇無料託児あり（1歳～就学前）要予約

◇相談時間　各30分
◇事前面談で問題点を整理します 小野市市民安全部　ヒューマンライフグループ

ONOひまわりほっとライン

秘密は
守ります

・ あなたやあなたの周りでのいじめ・体罰・虐待
・ 言葉の暴力・悪口・からかい・ネットいじめ
・ 仲間はずれ・無視・嫌がらせ

あなたの悩み
こまっていること
聞かせてね
いっしょに考えよう

学校・職場・地域でのいじめ
家族や仕事・自分のことなどの相談
学校・職場・地域でのいじめ

家族や仕事・自分のことなどの相談

月～金　9：00～17：00

0794-62-4110

0794-63-1116

電話・面接相談 電話・面接相談小野市DV相談室女性のための相談

配偶者やパートナーからの
暴力で悩んでいませんか？

小野市配偶者暴力支援センター

月～金  9：00～17：00

月～金  9：00～17：00

小野市 DV

小野市 ほっとらいん

女性をとりまく様々な問題や
それにまつわる生き方の悩み相談
毎週 電話相談　　  9：30～11：30
木曜 面接（要予約）13：00～16：00

うるおい交流館エクラ

予約受付：9：00～20：00（第4火除く）
            無料託児あり

小野市 女性相談
0794-63-8250

0794-62-4110

ひとりでなやまないで！

秘密は守ります

どなたでも利用できます

女性のための法律相談

ONOひまわりほっとラインONOひまわりほっとライン
ののおお

要予約
無　料


